
別紙 4－1 

2020 年度第 1 回さぬき市隣保館運営審議会 会議要旨（要約） 

１ 日 時 2020 年 6 月 29 日（月）  14：00～15：00 

２ 場 所 辛立文化センター 集会室 

３ 出席者［委 員］ 十河委員 松木委員 柿木委員 長田委員 山下委員 

           松岡委員 鏡原委員 名倉委員 中村委員 中野委員 

     ［事務局等］大山市長 安藤教育長 増田市民部長 山田人権推進課長  

石原副主幹 南主事 和田館長 杉本相談員 

     ［学力・進路支援担当教員］ 長尾小学校木村先生 長尾中学校酒井先生 

     ［傍 聴］ 0 名 

４ 議 題 

(１) ２０１９年度辛立文化センター活動報告について 

(２) ２０２０年度辛立文化センター｢夏のつどい｣（案）について 

(３) ２０２０年度隣保館運営審議会先進地視察について 

（４） ２０２０年度辛立文化センター活動計画（案）について 

      さぬき市公共施設使用料の見直しについて 

      その他  

５ 会議の内容は次のとおりである。 

発言者 意見概要 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 それでは、只今からさぬき市隣保館条例施行規則第６条第１項の規定

により、第１回さぬき市隣保館運営審議会を開会します。開会に当たりま

して、大山市長からご挨拶を申し上げます。 

（市長挨拶） 

ありがとうございました。 

（委嘱状交付） 

隣保館運営審議会委員の委嘱、任命につきまして、皆様は、本年６月２

１日をもって 2 年間の任期満了となっています。新たに、本審議会委員に｢さ

ぬき市隣保館条例施行規則｣第 6 条第 2 項の規定に基づきまして、委嘱、任

命させていただきます。 

委員の皆様には、お一人お一人お名前をお呼びしますので、自席で大山

市長から委嘱状及び任命書を交付します。 

なお、任期は、本日から令和４年６月２１日までとなっております。 

それでは、大山市長よろしくお願いします。 

隣保館運営審議会委員に委嘱状の交付 １１名 

 

十河(そごう) 護(まもる)様 ・松木(まつき) 正美(まさみ)様 ・山下(や



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

事務局 

 

 

 

委員全員 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

事務局 

ました) 巻(まき)太(た)様 ・長田(ながた) 栄(さかえ)様   

柿木(かきのき) 英子(えいこ)様 ・松岡(まつおか) 裕(ひろ)明(あき)

様 ・鏡原(かがみはら) 光代(てるよ)様 ・名倉(なぐら) 毅(たけし)

様 ・中村(なかむら) 修(おさむ)様 

中野(なかの) 敏記(としき)様 

 

（交付終了後） 

 

ありがとうございました。２年間よろしくお願いします。 

なお本日、原井委員につきましては所用で欠席のため委嘱状については

後日事務局よりお送りさせていただきます。 

 

続きまして、さぬき市隣保館条例施行規則第 6 条第 4 項の規定に基づき

委員長、副委員長の選任を行います。 

 

 委員長は、委員の互選により選任することになっていますが、皆様い

かがでしょうか。 

 

異議ありません。 

 

ご異議がないようですので、事務局の案をご提案させていただきます。

引き続き委員長には十河(そごう) 護(まもる)委員、副委員長には松木(まつ

き) 正美(まさみ)委員でお願いしたいと思いますが、いかがでしようか。 

 

拍手 

 

ありがとうございます。それでは委員長を十河委員に、副委員長を松木

委員にお願いすることに決定しました。 

 委員長、副委員長のお２人は正面の委員長席及び副委員長席へお移り

ください。 

 

ここで、委員長になられました（ 十河 ）委員長より、ご挨拶をいた

だきます。 

 

（十河委員長あいさつ） 

 

ありがとうございました。 



 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

続きまして、大山市長から諮問書の交付を行いますので、当審議会    

を代表して十河委員長にお受け取りいただきます。 

 

（市長が諮問書を交付） 

 

それでは、只今市長から諮問がありましたので議事に移ります。 

さぬき市隣保館条例施行規則第６条第５項の規定に基づき、会議の議長

は、委員長が当たることとなっております。 

十河委員長よろしくお願いいたします。 

 

定めによりまして、会長が議長を勤めるということなので私のほうで会

を進めさせていただきます。議事の進行につきましてご協力をお願いいた

します。 

 

議事に入る前に、会議の傍聴についてですが、新型コロナウイルス感染

症の感染拡大防止のため、傍聴をお断りしております。 

 

それでは、只今市長から諮問のありました諮問事項について議事を進め

てまいります。 

最初に、議題１「２０１９年度辛立文化センター活動報告について」を

上程いたします。 

事務局より説明をお願いします。 

（事務局説明） 

事務局の説明が終わりました。ご意見がございましたらお願いいたしま

す。 

 

（異議なしの声） 

 

他にご意見がないようでございますので、議題１「２０１９年度辛立文

化センター活動報告について」を承認することについて、ご異議ございま

せんか。 

（異議なしの声） 

それでは、議題１は承認することに決定いたしました。 

次に、議題２「辛立文化センター夏のつどい（案）について」を上程い

たします。 

事務局より説明をお願いします。 

（事務局説明） 



 

 

 

委員 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

事務局 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局の説明が終わりました。 

ご意見がございましたらお願いいたします。 

 

状況を考えたら難しいと思います。 

 

松木委員からご意見がありましたが、中止ということでよろしいですか。 

（異議なしの声） 

他にご意見がないようでございますので、議題２「辛立文化センター夏

のつどい（案）について」を承認することについて、ご異議ございません

か。 

（異議なしの声） 

それでは、議題２は承認することに決定いたしました。 

次に、議題３「隣保館運営審議会先進地視察について」を上程いたしま

す。 

 事務局より説明をお願いします。 

（事務局説明） 

 事務局の説明が終わりました。ご意見がございましたらお願いいたし

ます。 

 

これも中止でやむを得ないと思います。 

 

昨年度のさぬき市人権・同和教育研究大会で講演していただいた赤崎文

化センターの館長さんとご縁がありまして、計画を立てておりました。 

 

他に意見がないようでございますので、議題３「隣保館運営審議会先進

地視察について」を承認することについて、ご異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

それでは、議題３は承認することに決定いたしました。 

 

つづいて、議題４の「２０２０年度辛立文化センター活動計画（案）に

ついて」、事務局より説明をお願いします。 

（事務局説明） 

事務局の説明が終わりました。ご意見がございましたらお願いいたしま

す。 

意見がないようでございますので、議題４「２０２０年度辛立文化セン

ター活動計画（案）について」を承認することについて、ご異議ございま

せんか。 



 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

事務局 

 

議長 

 

 

 

事務局 

（異議なしの声） 

それでは、議題４は承認することに決定いたしました。 

これで本日の議題は全て議了しました。 

 最後に各委員から何か全体を通してありましたらご意見、ご質問等お

願いいたします。 

 

新型コロナウイルス感染症は一年間では収まるものではないと思ってい

ます。いろんな事業が中止となっていますが、１月の冬のつどい・じんけ

んフェスタは、子どもたちの発表の場でもありますし、何かの形であった

りとか、どういう風な形でやっていくかについて、事務局で考えていって

ほしいです。住民としてお願いしたいと思います。 

 

ありがとうございました。 

他にご意見ありませんか。 

 

（事務局説明）公共施設使用料の見直しについて 

 

ありがとうございました。他にご意見はありませんか。 

意見等無いようなので、以上をもちまして議事を終了し、議長職を降り

たいと存じます。ご協力ありがとうございました。 

 

それでは、以上をもちまして、隣保館運営審議会を終了いたします。 

長時間にわたるご審議誠にありがとうございました。 

 


